
学齢児童の就学に関する届 

 

下記のとおり、中央区内に住民登録している学齢児童は、実際には国外に居住してい

るため、中央区立の中学校には入学しません。 

なお、義務教育期間に帰国した場合は、手続のうえ速やかに就学します。 

 

記 

《児童の状況》 

（フリガナ） 

児童氏名：                （生年月日）平成  年  月  日 

 

住民登録の住所：                               

 

実際の居住地：                   （国名）         

 

就学(予定)先：                 （現地校・日本人学校・その他） 

 

その他特記事項：                               

 

 

 

（あて先）中央区教育委員会 

令和   年   月   日 

 

《申立て者》 

 

氏  名：                 （児童との続柄）         

 

 


